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委託契約書 
 

産業廃棄物の処理を委託するために結ぶ契約書は、「産業廃棄物処理委託契約書」

と呼ばれます。 

排出事業者は、廃棄物の処理委託にあたり、収集運搬は収集運搬業者と、処分は中

間処理業者と、それぞれ法定要件を満たした書面による契約をすることが法律で定め

られています。 

「それぞれ」とは、収集運搬と処分を別々に契約することです。 

 

 

産業廃棄物処理委託契約書締結の原則 
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契約書の作成にあたって、注意することは、法定記載要件を満たしてない場合、行

政から追及される可能性があります。 

また、法定要件を満たしていない契約書は委託基準を満たしていないことから、排

出事業者が委託基準違反を問われる場合も出てくる可能性があります。 

 

 

 

処理委託契約書の保存期間は、契約終了の日から 5 年間と法律で定められていま

す。 

収集運搬委託契約書と処分委託契約書を分けずに 3 社契約の形で行うことは原則

として禁じられています。 
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・甲の事業場 

 法定記載事項ではありませんが、記載していないと、どこから出た廃棄物なのかを

追跡することができないので、もし、不法投棄や不正処理などのトラブルに巻き込ま

れた時に困ります。 

 

・第 2条 1項（乙の事業範囲） 

 契約時に添付した許可証の有効期限に注意！ 

更新して有効期限が変わった際は必ず、処理業者は、排出事業者に更新した許可書

の写しを送付すること。 

（自動更新条項がある場合は特に注意！） 

 

・第 2条 2項（委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価） 

 委託する産業廃棄物の種類は、20 種類にあてはめて記載します。ミンチ、混載、

混合という名称の産業廃棄物はありません。数量、単価についても空欄にはせず記載

します。空欄にした場合、行政から記載漏れとの指摘を受ける可能性があります。 
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・第 2条 4項（運搬の最終目的地）■収集運搬業者は、特に注意！■ 

 持ち込み先が変更になった時は速やかに変更契約書又は、新規で契約書を作成し、

締結を。 
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・第 2条 5項（積替え保管） 

 関係ない場合は、空欄ではなく、斜線を引くこと。 

 

・第 3条（適正処理に必要な情報の提供） 

 産業廃棄物データーシートは、必ず排出事業者に要求しましょう。適正処理をする

ためと、事故やトラブルを未然に防ぐために。 
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・第 3条 5項 

 該当しない場合は、該当なしおよび斜線を引くこと。 

 

・第 4条 4項 

 もし、排出事業者から適正処理に必要な情報の提供がなかった場合、委託された廃

棄物が原因で何らかの損害を被った場合、排出事業者に賠償責任があるという内容で

す。 
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・第 7条 

 処理完了報告にマニフェストを用いるという内容です。 

 

・第 12 条（契約の解除） 

 契約の解除は書面で相手に意思を通知します。 
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○契約書に記載をしなければいけない項目 

委託契約書の共通記載事項 

※（特別管理）産業廃棄物を委託する際に必要な記載事項 

①委託する（特別管理）産業廃棄物の種類及び数量 

②委託契約の有効期間 

③委託者が受託者に支払う料金 

④受託者の事業の範囲 

⑤委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報 

ア 性状及び荷姿に関する事項 

イ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 

ウ 他の廃棄物との混合により生ずる支障に関する事項 

エ 日本工業規格Ｃ0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、

含有マークに関する事項 

オ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含ま

れる場合には、その旨 

カ 特定産業廃棄物が含まれる場合には、その旨 

キ その他取扱いに関する注意事項 

⑥委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があった場合

の当該情報の伝達方法に関する事項 

⑦受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項 

⑧契約解除時の処理されない（特別管理）産業廃棄物の取扱いに関する事項 

運搬委託契約書の記載事項 処分委託契約書の記載事項 

⑨運搬を委託する際に必要な事項 

 運搬の最終目的地の所在地 

⑩積替保管をする場合は次も含む 

・積替え又は保管の場所の所在地並びに

保管できる産業廃棄物の種類及び保

管の上限 

・安定型産業廃棄物と他の排出事業者の

産業廃棄物との混合の許否等 

⑪処分又は再生を委託する際に必要な事項 

 処理施設の所在地・処分又は再生の方法

及び処理能力 

⑫当該産業廃棄物が許可を受けて輸入され

た廃棄物であるときには、その旨 

⑬処理後に残さが発生する場合は次も含む 

 最終処分の場所の所在地、最終処分の方

法及び処理能力 
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処理委託契約書作成は、排出事業者が行うことが原則ですが、自ら作成できる事業

者は、それほど多くはありません。ほとんどの場合、処理業者が作成したものを使用

するケースが多いとは思います。 

しかし、不法投棄や不適正処理などのトラブルが発生した場合、委託基準違反に問

われるのは、排出事業者です。 

通常の取引契約書と違って、産業廃棄物処理委託契約書の場合は、産業廃棄物処理

法に基づき、法定要件を満たしていない契約書は委託基準を満たしていないことから、

排出事業者が委託基準違反を問われる場合も出てくる可能性があります。 

だからといって、処理業者がいい加減に取り扱うのは、排出事業者に対して信頼を

得られない結果にも繋がります。 

産業廃棄物処理のプロッフェショナルとして、処理委託契約書作成だけでなく、契

約締結時にも排出事業者にきちんと説明できるようにしておきましょう 
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○法定記載事項の変更について 

委託契約書の法定記載事項を変更する場合の書面は、①どの契約（書）の・・・②

どの部分を・・・③どのように変更し・・・④いつ・・・⑤誰と誰の間において合意

されたのか 

という点を記載して明確にする必要があります。 

例えば、平成□□年△△月〇〇日から単価（契約書第 2条 2項に規定）を 2,000

円/ｋｇから 2,500 円/ｋｇに変更する場合、以下のような書面になります。 

 

 

 

 

※変更契約書を作成する場合、変更される内容によっては相応の印紙税が必要となり

ますので、所在地の税務署で確認してください。 
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再委託は、産業廃棄物の処理についての責任の所在が不明確になり、不法投棄などの

不適正処理が起きる可能性にも繋がるので原則禁止されています。 

しかし、万が一、車両の故障や施設の故障など予期せぬ事態が発生した時には、再

委託基準等に従って再委託することは、例外的に認められています。 

 

 

 

 

  

産業廃棄物処理の再委託 



新人・新任担当者研修会【委託契約書】 

 

 

 

一般社団法人 兵庫県産業資源循環協会  14 

 

 

 

再委託交付文書について 

記
載
事
項 

共通事項 再委託する（特別管理）産業廃棄物の種類・数量 

個別事項 運搬を再委託する場合 処分を再委託する場合 

・運搬の最終目的地の所在地 

・積替保管をする場合は積替

え又は保管の場所に関する

事項 

・ 処理施設の所在地・処分又は再

生の方法及び処理能力 

・ 処理後に残さが発生する場合は

最終処分の所在地、最終処分の

方法及び処理能力 

 

 

 

 

 

 

  

処理業者が書面による承諾を受けないで、再委託をした場合は、再委託基準違反となり、

3 年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金に処せられます（併科されることもありま

す）。 
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【確認テスト】  

以下の項目に〇、×で答えなさい。 

 

① 委託基準の確認事項は 

・産業廃棄物処理業の許可を持っている業者であること 

・委託する内容が事業の範囲に含まれている業者であること 

・委託契約は書面で行うこと 

・特別管理産業廃棄物の場合は、委託する廃棄物の内容に関する事前通知があるこ

と 

 である。 

② 排出事業者は、委託契約を収集運搬業者、処分業者と結ばなければならない。 

③ 排出事業者は、委託契約を第 3 者（収集運搬業者・処分業者ではない者）に業務

委託（丸投げ）する場合は、第 3者とだけ結べばよい。 

④ 委託契約の決まり事とは 

・2者契約であること 

・書面で契約すること 

・必要な項目が記載されていること 

・委託契約書に許可書等の写しが添付されていること 

・5年間保存すること 

である。 

⑤ 委託契約書に記載しなければならない必要な項目とは、法律で決められている事

項である。 

⑥ 委託契約書に記載する廃棄物の種類は「混合廃棄物」、「混載」、「ミンチ」といっ

た現場用語でも良い。 

⑦ 委託契約書には金額や数量が不明な場合、又は何らかの事情で記載したくない場

合は、空欄でも良い。 

⑧ 再委託は、排出事業者へ事前に承諾なしに勝手に行っても良い。 

⑨ 委託契約書に貼る印紙額は一律 200円で良い。 

⑩ 再委託及び委託契約の法定記載事項を変更する場合は、必ず書面で行う。 

 

①  ②  ③  ④  ⑤  

     

⑥  ⑦  ⑧  ⑨  ⑩  

     

 


